
西尾 晋（株式会社エス・ピー・ネットワーク）

埼玉県カスタマーハラスメント
防止条例解説動画

正しく理解してしっかり対策しよう



令和8年7月施行の埼玉県カスタマーハラスメント防止条例。「いったいどんな内容の条例なの？」
「私たちの生活に何か変化はあるの？」「気を付けなければいけないポイントは何？」など、いろいろ
疑問をお持ちではないでしょうか？そこで、カスハラの専門家が、具体例を交えて、分かりやすく
皆さんの疑問にお答えしていく「お役立ち動画」を作成いたしました。

こんな方にオススメ

法人・団体の人事、法務、顧客対応部門の方
消費者の方（全ての県民）
業界団体の事務局担当の方
自治会の役員やボランティアの方

動画は「埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト」に掲載しています。
以下のURLか右の二次元コードからサイトにアクセスの上、ご視聴ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/customerharassment-boushitaisaku/seminor/seminor.html

など


